
 
 

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

３）「情報提供」に活用するための質問票（表３） 

健診時に行う生活習慣に関する質問票は、第 2 編第 3 章に記述したように

保健指導の区分を判定するために使用することに加え、「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」の保健指導を実施する際にも活用する。 

「情報提供」の内容を判断するための質問票は、個別に食生活、運動習慣

等の情報を提供するために下記１１項目について質問を行う。 

例えば、質問票項目３が「０点」の対象者には、運動や身体活動の必要性

や身近な運動施設の紹介などを、また、質問票項目７が「１点」の対象者に

は食習慣と肥満の関係や健康に及ぼす影響などを健診結果表に情報提供とし

て載せるなど、対象者個々人の生活習慣を見直すきっかけとなるような情報

提供を行うこととする。 

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根

拠のある項目数に絞り、また、簡潔な表現とした。 

 

 

表３ 「情報提供」の内容を判断する質問票 

質 問  項 目 
はい  いいえ

（1 点）   （0 点）
判 定

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい   いいえ 1 点 

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、

１年以上実施 
はい   いいえ ０点 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日 

１時間以上実施 
はい   いいえ ０点 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い はい   いいえ ０点 

５．たばこを吸っている はい   いいえ １点 

６．この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あった はい   いいえ 1 点 

７．早食い・ドカ食い・ながら食いが多い はい   いいえ 1 点 

８．夜食や間食が多い はい   いいえ 1 点 

９．朝食を抜くことが多い はい   いいえ 1 点 

１０．ほぼ毎日アルコール飲料を飲む はい   いいえ 1 点 

１１．睡眠で休養が得られている はい   いいえ ０点 

 注：情報提供の判断は、判定項目の点数により判断する。 

 

 

 

 

 

４）「情報提供」に活用するための質問票（表３） 

健診時に行う生活習慣に関する質問票は、第 2 編第 3 章に記述したように

保健指導の区分を判定するために使用することに加え、「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」の保健指導を実施する際にも活用することができる。

「情報提供」の内容を判断するための質問票としては、個別に食生活、運動

習慣等の情報を提供するために必要な項目（例えば、表３に挙げた 11 項目）

が考えられる。 

例えば、質問票項目３が「０点」の対象者には、運動や身体活動の必要性や

身近な運動施設の紹介などを、また、質問票項目７が「１点」の対象者には食

習慣と肥満の関係や健康に及ぼす影響などを健診結果表に情報提供として載

せるなど、対象者個々人の生活習慣を見直すきっかけとなるような情報提供を

行うこととする。 

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根拠

のある項目数に絞り、また、簡潔な表現とした。 

 

表３ 「情報提供」の内容を判断する質問票 

質 問  項 目 
はい  いいえ

（1 点）   （0 点）
判 定

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい   いいえ 1 点 

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、

１年以上実施 
はい   いいえ ０点 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日 

１時間以上実施 
はい   いいえ ０点 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い はい   いいえ ０点 

５．たばこを吸っている はい   いいえ １点 

６．この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あった はい   いいえ 1 点 

７．早食い・ドカ食い・ながら食いが多い はい   いいえ 1 点 

８．夜食や間食が多い はい   いいえ 1 点 

９．朝食を抜くことが多い はい   いいえ 1 点 

１０．ほぼ毎日アルコール飲料を飲む はい   いいえ 1 点 

１１．睡眠で休養が得られている はい   いいえ ０点 

 注：情報提供の判断は、判定項目の点数により判断する。 
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